岐阜県障がい者ふれあい福祉フェア出品要領
１　出品者
県内に居住する障がい者(児)とし、出品物は、障がい者自らが制作したものとする。
２　出品、搬入及び返却
◯在宅障がい者
(1)出品物の規格・点数
①作品の大きさは、概ね高さ６０㎝×幅６０㎝程度とする。
②点数について展示用（非売品）の作品は一人１点に限る。
※複数の作品をセットとして出品することは認めない。
③即売品については、特に定めない。
(2)出品物の申し込み及び搬入等
①出品者は、８月２０日(木)までに市町村福祉課まで作品を持参する。
②市町村は、８月２０日(木)までに作品を取りまとめる。
・市にあっては、８月２７日(木)までに出品目録（別紙様式１－１又は１－２）を添えて岐阜県身体障害者福祉協会事務局へ搬入する。
・町村にあっては、８月２５日(火)までに出品目録（別紙様式１－１又は１－２）を添えて管轄の各県事務所福祉課へ搬入する。
・各県事務所福祉課は、８月２７日(木)までに協会事務局へ搬入する。
※破損しやすい出品物等の理由で直接会場へ搬入することを希望する者は、事前に事務局へ連絡し、搬入時間等の指定を受ける。
③作品返却は、９月１５日(火)から岐阜県身体障害者福祉協会事務局において行う。※会場での返却を希望する者は、事前に事務局へ連絡し指示を受ける。
(3)出品物の送付及び搬入における注意事項
①出品物には、個々に必ず名札(別紙様式２―１又は２－２)を貼付する。
②出品物はダンボール等に入れ、厳重に梱包して「岐阜県障がい者ふれあい福祉フェア」と朱記する。また、梱包した箱等には、名札(別紙様式３)の貼付又は氏名を記入する。
③作品の展示にあたりその障がい者あるいは作品について特別の説明が必要なものについては、出品目録の別添として簡易な説明書とスナップ写真等を添付する。
◯施設・団体及び支援学校等
(1)出品物の規格・点数
規定の展示スペースの範囲に収まるサイズ及び点数
パネル(縦140cm×横180cm）、テーブル１台（幅180cm×奥行60cm）
(2)出品物の申し込み及び搬入等
①８月２７日(木)までに下記提出物を協会事務局まで提出してください。
ア 出品目録（被表彰者には、ふりがなと連絡先を必ず記入）
イ 搬入・搬出者の氏名（会場の警備の関係で必要）
②作品は、９月３日(木)の１３時～１７時の間に直接会場へ搬入し展示してください。なお展示の際は、釘・ネジ釘・木ネジ等パネルに大きな傷がつくものを使用しないでください。画びょう、ピンは使用できます。
③施設、学校にあっては、施設(学校)の紹介文を掲示していただいても結構です。
④撤去及び搬出
９月６日(日)、ふれあい福祉フェア終了後に撤去し搬出してください。
(3)出品物の送付及び搬入における注意事項
出品物には、名札(別紙様式２)を必ず貼付する。
３　賞の種類及び点数
　　知事賞（計３８点）及び会長賞（計５０点）
(1)在宅障がい者の作品
知事賞・会長賞各１０点程度
(2)施設・団体及び支援学校等の作品
 　         　　　　作品点数　　　知事賞　　　　会長賞
　　　　　作　品　　２０点未満　　　１　　　　　　１
　　　　　　　　　　２０点以上　　　１　　　　　　２
　　　　　　　　　　３０点以上　　　１　　　　　　３
　　　　　　　　　　４０点以上　　　２　　　　　　３
　　　　　　　　　　４５点以上　　　２　　　　　　４
　　　　　※目録に、知事賞及び会長賞を出展数に応じてご記入ください。
　　　　　　なお、受賞者の氏名には必ずふりがなをつけてください。
４　即売について
(1)出品の際は、市場価格を十分勘案のうえ価格を決定し、個々に値札を貼付する。
(2)相当数の即売品を出品する施設においては即売係員を必ず配置する。また、期日ごとの係員の氏名を提出する。(別紙様式４)　
※在宅障がい者の即売代金については、ふれあい福祉フェア終了後、主催者におい　
て精算し、福祉事務所を経由して出品者にお渡しします。
※施設及び学校分の即売代金については、各自で管理してください。
５　応募条件・留意事項
・主催者は、フェアの記録、広報の目的で、作品の写真及び動画の撮影並びに複製ができるものとします。また、来場者による会場風景の撮影ならびにSNS等での情報発信を可能とします。
・主催者はフェアの結果発表、記録、広報の目的で、受賞の方の、氏名(雅号含む)、お住まいの市町村名、作品の題名、作品の写真及び動画を公表できるものとします。
・その他、応募票等にご記入いただいた個人情報については、事務局からの連絡、質問、審査結果の通知等に利用させていただきます。
